
「お急ぎ証明」
サービスのご案内

東商会員
限定！

海外取引はスピードが命！
スピーディーに認証書類が欲しい…

外出の機会を減らしたい…
どうすれば！？

（終了時刻が通常の申請受付時刻より30分早くなっています。）

東京商工会議所 証明センター Tel：03-6364-7610

「お急ぎ証明」利用規約
１．規約の適用
「お急ぎ証明」利用者は、本規約に同意するものとする。
２．対象書類及び利用料金
（１）対象書類
原産地証明、インボイス証明、サイン証明、会員証明、日本法人証明
（２）利用料金
通常の証明料＋1,100円／件(税込10%)
（３）申請可能時間
午前9：30～11：30、午後13：00～16：30
（４）所要時間
申請後、最大で60分以内。
(ただし12時～13時は加算されない。【例】11時30分の申請→13時30分まで)

～証明書の申請から受け取りまで60分以内※～
<サービス概要>
各種貿易証明の申請について、原則として受付完了後、早急に審査・認証・返却する
サービスです。通常ご申請からお渡しまで約半日お待ちいただく貿易関係証明を、
６０分以内（平均30分程）※で返却いたします。 ※申請内容や混雑状況によってお返しにかかる時間は異なります。

<利用対象者>
東京商工会議所会員であり、かつ申請企業であること

※会員であることが必須です。貿易登録があるだけでは利用できません。
※代行業者を通じてのご申請の場合、当該代行業者が会員であるかどうかは問いません。

<金額>
1件につき通常の証明料＋1,100円(10%税込)

※2件ご申請の場合,【通常の2件分証明料2,200円＋2,200円(1,100円×2件)<10%税込>】となります

<対象書類>
原産地証明､インボイス証明､サイン証明､会員証明＜英仏西語）､日本法人証明(英文)

<サービス受付時間>
午前 ９時３０分 ～ １１時３０分
午後 １３時 ～ １６時３０分

お急ぎ証明を利用しても
非会員料金より1,100円もお得！

３．免責事項
以下の場合、60分以内の返却ができない場合がある。
○書類に不備があり、追記や訂正が必要な場合
○書類の枚数・件数が多い、その他の理由等により、東京商工会議所が60分以内の返却が困難と
判断した場合
４．その他

○「お急ぎ証明」として申請中の証明書類は、申請者の申し出により、
「お急ぎ」から通常料金・通常時間の証明申請に変更することが出来る。
附 則（令和元年１０月１日）
本規約は、令和元年１０月１日から実施する。


